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   第 １ 章  総 則  

（ 設 置 ）  

第 １ 条  流 山 市 内 に お け る 各 防 犯 団 体 等 の 連 絡 協 調 と 防 犯 活 動 の

向 上 推 進 を 図 る た め 、 流 山 市 防 犯 協 会 連 合 会 （ 以 下 「 防 連 」 と

い う 。） を 置 く 。  

 （ 目 的 ）  

第 ２ 条  防 連 は 、 犯 罪 の な い 明 る い 社 会 を 作 る こ と を 永 遠 の 理 想

と し 、 効 果 的 な 防 犯 活 動 、 市 民 の 防 犯 思 想 の 高 揚 、 風 俗 環 境 の

浄 化 及 び 暴 力 追 放 運 動 等 を 推 進 す る と と も に 、 各 防 犯 団 体 等 の

防 犯 活 動 等 に 積 極 的 に 協 力 及 び 支 援 す る こ と を 目 的 と す る 。  

 （ 事 業 ）  

第 ３ 条  防 連 は 、 前 条 の 目 的 を 達 成 す る た め 、 次 の 事 業 を 行 う 。  

（ １ ） 防 犯 意 識 の 啓 発 普 及  

（ ２ ） 暴 力 団 排 除 機 運 の 醸 成  

（ ３ ） 少 年 非 行 防 止 活 動 及 び 指 導 育 成  

（ ４ ） 防 犯 指 導 員 等 の 活 動 に 対 す る 協 力 援 助  

（ ５ ） 少 年 補 導 委 員 等 の 活 動 に 対 す る 協 力 援 助  

（ ６ ） 犯 罪 の 予 防 警 戒 及 び こ れ に 要 す る 諸 施 設 の 拡 充 強 化  

（ ７ ） 関 係 機 関 団 体 等 と の 連 絡 調 整  

（ ８ ） 風 俗 環 境 の 浄 化 活 動  

（ ９ ） 犯 罪 捜 査 に 対 す る 積 極 的 協 力  

（ １ ０ ） 防 犯 及 び 風 俗 環 境 浄 化 等 に 功 績 あ る 者 （ 団 体 ） の 表 彰  

（ １ １ ） 市 民 が 安 全 に 安 心 し て 生 活 が 送 れ る た め の 事 業  



（ １ ２ ） 自治会の行う防犯灯維持管理事業に対する補助金交付事 業 

（ １ ３ ） そ の 他 目 的 達 成 に 必 要 と 認 め る 事 業  

（ 組 織 ）  

第 ４ 条  防 連 は 、 流 山 市 防 犯 協 会 連 合 会 組 織 図 （ 別 記 ） に あ る 各

防 犯 団 体 等 を も っ て 組 織 し 、 次 の 部 を 置 く 。  

（ １ ） 地 域 安 心 安 全 部  

（ ２ ） 学 校 安 心 安 全 部  

（ ３ ） 職 域 安 心 安 全 部  

２  地 域 安 心 安 全 部 は 、自 治 会（ 防 犯 指 導 員 等 ）、自 主 防 犯 パ ト ロ

ー ル 隊 及 び 流 山 市 民 安 全 パ ト ロ ー ル 隊 等 、 地 域 活 動 に 精 通 し た

市 民 及 び 団 体 を も っ て 構 成 す る 。  

３  学 校 安 心 安 全 部 は 、 流 山 市 学 校 警 察 連 絡 協 議 会 等 の 団 体 を も

っ て 構 成 す る 。  

４  職 域 安 心 安 全 部 は 、 流 山 警 察 署 特 殊 防 犯 協 力 会 等 の 団 体 を も

っ て 構 成 す る 。  

 

第 ２ 章  役 員 及 び 事 務 局 等  

（ 役 員 ）  

第 ５ 条  防 連 に 次 の 役 員 を 置 く  

（ １ ） 会 長 １ 名  

（ ２ ） 副 会 長 ４ 名 以 内  

（ ３ ） 会 計 ２ 名  

（ ４ ） 監 事 ２ 名  

（ ５ ） 理 事 １ ０ 名 以 上  

 （ 役 員 の 選 任 ）  

第 ６ 条  会 長 は 、 流 山 市 長 と す る 。  

２  会 長 以 外 の 防 連 役 員 は 、 防 連 加 入 の 各 防 犯 団 体 等 の 役 員 等 の

中 か ら 、 会 長 の 推 薦 し た 者 を も っ て あ て る 。 た だ し 、 各 防 犯 団

体 等 か ら １ 名 以 上 を 選 任 す る 。  

３  副 会 長 は 、 防 連 役 員 の 中 か ら 、 会 長 の 推 薦 し た 者 と す る  

４  会 計 及 び 監 事 は 、 防 連 役 員 の 中 か ら 、 会 長 が 他 の 役 員 の 同 意

を 得 て 選 任 す る 。  

 



（ 役 員 の 任 務 ）  

第 ７ 条  防 連 役 員 の 任 務 は 、 次 の と お り と す る 。  

（ １ ） 会 長 は 、 防 連 を 代 表 し 、 総 会 を 総 理 し 、 会 議 を 招 集 す る 。  

（ ２ ） 副 会 長 は 、 会 長 を 補 佐 し 、 会 長 に 事 故 あ る と き は 、 そ の 職

務 を 代 行 す る 。  

（ ３ ） 会 計 は 、 会 計 事 務 を 行 う 。  

（ ４ ） 監 事 は 、 会 計 事 務 を 監 査 す る 。  

（ ５ ） 理 事 は 、 会 の 業 務 を 掌 握 す る 。  

（ 役 員 の 任 期 ）  

第 ８ 条  防 連 役 員 の 任 期 は 、 防 連 役 員 就 任 時 の 各 防 犯 団 体 等 の 役

職 に あ る 期 間 と す る 。  

２  前 項 に 当 て は ま ら な い 場 合 、 防 連 役 員 の 任 期 は ２ 年 間 と し 、

再 任 を 妨 げ な い も の と す る 。  

（ 顧 問 ）  

第 ９ 条  防 連 に 顧 問 を 置 く 。  

２  会 長 は 、 流 山 警 察 署 長 を 顧 問 に 委 嘱 す る ほ か は 、 理 事 会 に 諮

り 委 嘱 す る 。  

３  顧 問 は 、 防 連 の 諮 問 に 応 じ 、 会 議 に 出 席 し て 意 見 を 述 べ る こ

と が で き る 。  

（ 事 務 局 ）  

第 １ ０ 条  防 連 に 事 務 局 を 置 く 。  

２  事務局に防連の事務を処理するため、事務局長及び事務局員を置く。 

（ 事 務 局 長 等 の 任 務 ）  

第 １ １ 条  事務局長は、会長の命を受け、事務局の事務を統括する。  

２  事 務 局 員 は 、 事 務 局 長 の 命 を 受 け 、 事 務 を 処 理 す る 。  

（ 防 犯 指 導 員 ）  

第 １ ２ 条  防 犯 指 導 員 は 、 自 治 会 長 又 は 自 治 会 長 が 推 薦 し た 者 と

し 、 会 長 が 委 嘱 す る 。  

２  防 犯 指 導 員 の 任 期 は 、２ 年 と し 、再 任 を 妨 げ な い も の と す る 。  

３  防 犯 指 導 員 に 欠 員 が 生 じ た 場 合 の 補 欠 の 防 犯 指 導 員 の 任 期 は 、

残 任 期 間 と す る 。  

４  防 犯 指 導 員 の 任 務 は 、 公 益 社 団 法 人 千 葉 県 防 犯 協 会 が 定 め る

「 防 犯 指 導 員 設 置 及 び 活 動 要 領 」 第 １ ０ 条 第 ４ 項 に 掲 げ る 規 定



に 準 ず る も の と す る 。  

 

第 ３ 章  会 議  

（ 会 議 ）  

第 １ ３ 条  防 連 の 会 議 は 、 総 会 及 び 理 事 会 と し 、 本 会 の 役 員 を 持

っ て 組 織 す る 。  

２  総 会 は 、 年 １ 回 開 催 し 、 予 算 ・ 決 算 及 び そ の 他 の 重 要 事 項 を

審 議 す る 。 た だ し 、 必 要 に 応 じ て 臨 時 総 会 を 開 催 す る こ と が で

き る 。  

３  理 事 会 は 、 会 長 が 必 要 と 認 め た と き 開 催 す る こ と が で き る 。  

（ 会 議 の 運 営 ）  

第 １ ４ 条  会 議 は 、 半 数 以 上 の 出 席 が な い と き は 、 開 催 す る こ と

が で き な い 。  

２  会 議 の 議 長 は 、 出 席 者 の 中 か ら 選 出 す る 。  

３  会 議 の 議 決 は 、 出 席 者 の 過 半 数 で 決 し 、 可 否 同 数 の と き は 、

議 長 の 決 す る と こ ろ に よ る 。  

（ 議 決 事 項 ）  

第 １ ５ 条  総 会 に お い て は 、 次 の 事 項 を 決 議 す る 。  

（ １ ） 事 業 計 画 の 決 定  

（ ２ ） 収 支 予 算 の 決 定  

（ ３ ） 事 業 報 告 の 承 認  

（ ４ ） 収 支 決 算 の 承 認  

（ ５ ） そ の 他 防 連 運 営 に 関 す る 重 要 な 事 項  

２  理事会は、防連の運営上必要と認められる事項について議決する。 

（ 事 務 連 絡 会 ）  

第 １ ６ 条  防 連 運 営 に 関 す る 一 般 的 事 項 に つ い て は 、 必 要 の 都 度

職 員 の 事 務 連 絡 会 を 開 催 し て 行 う 。  

 

第 ４ 章  会 計  

（ 経 費 ）  

第 １ ７ 条  防 連 の 経 費 は 、 負 担 金 、 補 助 金 、 寄 付 金 、 そ の 他 収 入

を も っ て こ れ に あ て る 。  

 



（ 会 計 年 度 ）  

第 １ ８ 条  防 連 の 会 計 年 度 は 、 毎 年 ４ 月 １ 日 に 始 ま り 、 翌 年 ３ 月

３ １ 日 に 終 わ る 。  

（ 会 計 区 分 ）  

第 １ ９ 条  防 連 の 会 計 は 、 一 般 会 計 及 び 特 別 会 計 と す る 。  

２  特 別 会 計 は 、 防 連 が 特 定 の 事 業 を 行 う 場 合 に お い て 、 特 定 の

収 入 を も っ て 特 定 の 支 出 に 充 当 し 、 一 般 会 計 と 区 分 し て 経 理 す

る 必 要 が あ る 場 合 に 限 り 設 け る も の と す る 。  

 

第 ５ 章  雑 則  

（ 委 任 ）  

第 ２ ０ 条  こ の 会 則 に 定 め る も の の ほ か 、 防 連 の 運 営 に 関 し 、 必

要 な 事 項 は 会 長 が 定 め る 。  

 

 附 則  

こ の 会 則 は 、 昭 和 ６ １ 年 ５ 月 １ ５ 日 か ら 施 行 す る 。  

こ の 会 則 は 、 平 成 １ ８ 年 ８ 月 １ ０ 日 か ら 施 行 す る 。  

こ の 会 則 は 、 平 成 ２ ０ 年 ４ 月  １ 日 か ら 施 行 す る 。  

こ の 会 則 は 、 平 成 ２ ３ 年 ４ 月  １ 日 か ら 施 行 す る 。  

こ の 会 則 は 、 平 成 ２ ８ 年 ４ 月  １ 日 か ら 施 行 す る 。  

こ の 会 則 は 、 平 成 ３ １ 年 ４ 月  １ 日 か ら 施 行 す る 。  


